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所　在　地
区役所
保健福祉課

介護認定の申請、サービス利用
相談担当係　電話番号（直通）

高額サービス費、住宅改修費等
給付事務係　電話番号（直通）
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中央区 011-205-3303011-205-3306

北区北24条西6丁目
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豊平区平岸6条10丁目
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南区真駒内幸町2丁目

西区琴似2条7丁目

手稲区前田1条11丁目
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●要介護認定、サービス利用などについては、区役所保健福祉課へ●

保険料の納付相談
収納係　電話番号（直通）

被保険者証、保険料の計算
保険係　電話番号（直通）

区役所
保険年金課

中央区
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●被保険者証、保険料については、区役所保険年金課へ●

●（介護事業者への指導に関すること）【事業指導担当】☎011-211-2972

（ （令和７年２月25日から
中央区南３条西11丁目



●寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、
食事などの日常の生活動作について、
常に介護が必要な状態（要介護状態）
と認定された方。

●掃除、洗濯、買物などの身のまわりの
ことができないなど、日常生活に支援
が必要な状態 (要支援状態)と認定
または確認された方。

①がん（医師が一般に認められている医学的知見に基
づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの
に限る。）　
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2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 2070年

3,696 3,929 3,888 3,644 3,367

●原則として利用したサービス費用の
　1割～3割を負担します。

●40歳以上の方が被保険者（加入者）となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたときに、費用の
1割～3割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。年齢によって、加入のしかたは2種類に
分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。

●外国人住民の方も被保険者となります。

●札幌市内に住所を有する40歳以上の方であっても、
　例外的に被保険者にならない場合があります。
　（詳しくは、42ページをご覧ください。）

参考資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」

参考資料：厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」

超高齢社会を迎えた私たちのまわりでは、
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令和 　6年 　5月 31日

令和6年  6月 1日～令和9年  5月31日

令和 6年 5月31日

令和6年  6月 1日～令和9年  5月31日 届出年月日　令和  6年  5月15日

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和
令和

令和

居宅サービス等

入所等

退所等

入所等

退所等

19,705

（事業対象者の場合
は、基本チェックリ
スト実施日）

ケアプランを作成
する事業者名等が
記載されます。
計画を自分で作成
した場合、「自己作
成等」と記載され
ます。

要介護状態区分等（事業対象者、
要支援1、要支援2、要介護1・・・
要介護5）が記載されます。

被保険者証は、要介護認定の申請、ケアプランの作成、サービス利用などの際に
必要になります。大切に保管してください。
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・保険料は医療保険料と一体的に徴収されます。
・原則として保険料の半分は事業主が負担します。

介護保険の費用は、サービスを受ける被保険者自身が助け合いの考えに立って、保険料を負担 するとともに、これを国民みんなで支えています。具体的には、
高齢者（第１号被保険者）の保険料で費用全体の約23％、現役世代（第2号被保険者）の保険料で約27 ％、このほか国・都道府県・市町村の公費によってまかなわれています。

高齢者（65歳以上）の
保険料 約23％

現役世代（40歳から64歳まで）の
保険料 約27％

□保険料基準額は、介護サービス費用の見込みに応じて3年ごとに設定されます。（令和6年度～令和
8年度までが同一基準額）

□保険料は、前年の所得などに応じて13段階に区分されており、低所得者の負担が重くならないように
配慮されています。

・生活保護を受給している方
・中国残留邦人等の方々のための支援給付を受けている方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と
  合計所得金額の合計が80万円以下の方

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と
合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と
合計所得金額の合計が120万円を超える方

世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人
の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人
の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が135万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が135万円以上210万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が210万円以上360万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が360万円以上510万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が510万円以上610万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が610万円以上710万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が710万円以上810万円未満の方

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が810万円以上の方

○実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。
○公的年金収入金額とは、公的年金等控除前の公的年金等（老齢・退職年金など）の収入金額です。
○公的年金収入金額には、遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。
○合計所得金額とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲
渡等所得(繰越控除前)も含まれます。
　ただし、租税特別措置法上の、土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額を控除し、本人の市民税が課税以外の方は、公的年金収入に
係る雑所得（公的年金の所得）を控除した額とします。
　また、保険料賦課年度が令和３年度以降の場合、本人の市民税が課税以外の方については、給与所得（給与所得と公的年金収入に係る年金
所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額）から10万円を控除した額です。
　なお、合計所得金額がマイナスの場合は０円として計算します。
〇 合計所得金額には、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除が適用されません。
〇 公的年金収入及び合計所得金額は、保険料賦課年度の前年１月～12月の合計です。
〇 世帯は４月１日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

基準額×0.285

基準額×0.485

基準額×0.685

基準額×0.90

基準額

基準額×1.15

基準額×1.25

基準額×1.50

基準額×1.75

基準額×2.00

基準額×2.10

基準額×2.20

基準額×2.30

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

19,742円

33,596円

47,450円

62,343円

69,270円

79,661円

86,588円

103,905円

121,223円

138,540円

145,467円

152,394円

159,321円

[令和6年度～令和8年度の保険料] ※第1～3段階は保険料軽減強化に伴う、軽減後保険料額となっております。
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※算定対象となる収入は、課税の対象となる収入のほか、遺族年金などの非課税所得となるものや
　仕送りを含め、あらゆる種類の収入となります。

世帯全員の令和6年中の収入がわかるものすべて

・年金振込通知書など世帯全員の令和5年中の収入がわかるものすべて
・世帯全員の預貯金額のわかるもの
・加入されている健康保険の被保険者証

介護サービスを利用するときに、自己負担額が１割～
２割の方は３割、３割の方は４割になります。
また、高額サービス費（詳細は35ページ）の支給（払い
戻し）や食費・居住（滞在）費の負担軽減（特定入所者
介護サービス費、詳細は37・38ページ）が受けられな
くなります。納期限から2年以上滞納すると、時効に
より保険料を納めることができなくなります。

居住する家屋などが災害にあった場合に該当し、前年の所得に
よって、60％から100％までの割合で減額されます。

失業などにより、①生計を維持している方の所得と②世帯全員の
所得の合計額がそれぞれ前年の1/2以下になっている場合に
該当し、下がった所得を基に再計算した保険料との差額分が減額
されます。

介護サービスの利用料（食費・居住費などを含む）の支払い方法が、いったん、費用の全額を支払い、
後から申請により保険給付（9割～7割）を受け取る「償還払い」方式に変わります。（申請してから受
け取るまでに、およそ1か月かかります。）
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「地域包括支援センター」は、
高齢者の総合的な相談窓口です。

高齢者の方々が住み慣れた地域でい
つまでも暮らせるように、必要なサー
ビスを調整したり、様々な方面から
支援を行うなど、高齢者の総合相談
窓口、支援機関として「地域包括支援
センター」を市内27か所に設置して
います。
所在地や電話番号は43・44ページで
ご確認ください。

何をするところ？
①総合相談支援窓口
　介護や福祉などさまざまな制度や地域のサービスについての相談をお受けし、
　訪問などにより必要なサービスを調整します。

②権利擁護業務
　悪質な訪問販売等による被害の防止や、高齢者虐待の防止を行い、
　高齢者の安心した暮らしを応援します。

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすために、ケアマネジャーへの助言や、
　地域の様々な関係機関とのネットワークをつくり、地域での生活を支えます。

④介護予防ケアマネジメント業務
　要支援1・2の方、事業対象者の方が自分らしく生活できるようサービス計画の作成を行い、
　必要なサービスが受けられるように支援します。

相談に応じる職員は？
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（ケアマネジャー）などの資格をもつ専門職員が対応します。

総合相談

権利擁護

包括的・継続的
ケアマネジメント支援

介護予防
ケアマネジメント

札幌市地域包括支援センター
イメージキャラクター
「ほっター」

札幌市介護予防センター
イメージキャラクター
「かよるん」

「介護予防センター」は、
身近な地域での介護予防を支援します！

高齢者の方々が住み慣れた地域でい
つまでも暮らせるように、介護予防
教室を開催、または地域の介護予防
活動の支援を行うなど、介護予防の
拠点として「介護予防センター」を市
内53か所に設置しています。
所在地や電話番号は43・44ページで
ご確認ください。

①介護予防教室の実施
　地域の皆さんが介護予防に取り組む
　きっかけづくりの教室です。
　いきいきと元気に過ごせるよう、楽しく、
　ためになる内容で行っています。

②介護予防等の相談窓口
　介護予防に関することや地域で閉じこもり
　がちな高齢者などの相談をお受けします。
　また、介護や福祉など、さまざまな制度や
　地域のサービスについての相談もお受けします。

③地域の介護予防活動の支援
　身近な地域で介護予防活動が自主的に継続されるよう、
　普及啓発や技術支援、運営についての助言などを行います。

相談に応じる職員は？
保健福祉職の資格をもつ専門職員が対応します。

介護予防の
相談

地域の活動を
応援

介護予防
教室

めざそう！

いきいきスマイル
シニア

何をするところ？
一般介護予防事業を実施しています。（詳細は15ページ）

サッポロスマイル体操

介護予防手帳
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介護保険を利用する前に
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介護保険は、介護（支援）等を必要とする方が、その有する能力に応じ自立した生活を送ることが出来るよう、
要介護（要支援）状態の軽減と悪化の防止のために必要な支援を行うことを目的としています。

その結果、足腰に力がつき、自分で掃除や買い物が出来るようになったほか、旅行や趣味活動も楽しめるように
なり、介護保険サービスを利用しなくてもよくなりました。

介護保険法の制度理念

!
E

自立支援と重症化防止（介護保険法第1条、第２条第２項）

国民は、自ら要介護状態になることを予防するため健康の保持増進に努めること、要介護状態となった場合
においても、その能力の維持向上に努めることが求められております。

努力と義務（介護保険法第４条）

お身体や生活に合わせて、介護保険のほか身近にある様々なサービスの活用を検討しましょう！

重症化防止とは、病気になった方、身体の動きが衰え始めた方に対し、関係機関が連携して、適切なリハビリや
治療の方針を共有することで、「寝たきり」などの重症化を防ぐことです。

病気や障がいを抱える方が、以前のように生活したいと希望しているときに「無理しないで周りに何でも頼って
ください」と本人の役割や活動を制限してしまうと、運動機能も認知機能もあっという間に衰え、必要な介護の
レベルも、金銭的な負担も急速に増大していくことになってしまいます。
本人が望む生活をあきらめるのではなく、家族等の協力を得ながら適切な支援やサービスを利用することで、
その人らしい自立した生活を支援します。重症化予防というのはそのような取組になります。

重症化防止とは

自立支援の実践例

自分自身で出来ることが増えていくことは、ご自身はもちろんのこと、ご家族にとっても必ず喜びになります。
適切なサービスを利用することにより健康寿命を延伸していきましょう。

一人暮らしで相談できる相手がい
ないため、福祉推進員や民生児童
委員に相談したところ、地域包括
支援センターを紹介された。介護
サービスを使わなくても、いつで
も相談できることがわかった。

自分の介護や家族の介護に
ついて不安 掃除をする時に腰痛で困っていた

が、友達に教えてもらった柄の長い
モップを使うと痛みは感じなく掃
除が楽に出来た。掃除や家事もリハ
ビリの一つと思ってできる限り体を
動かすようにしている。毎日、少しず
つ続けることが大切だと思った。

ちょっとした工夫で家事を継続
最近、体を動かす機会が減ってい
た。介護予防センターから、近くで
運動をしているところを聞くと町内
会館で数人が集まって活動をして
いることが分かった。参加者から声
をかけてもらえたので近くの会館
へ歩いて参加することになった。

運動がしたい

スーパー銭湯の送迎バスを調べた
ら近くを通ることがわかりました。
今では友人と一緒に行って楽しん
でいます。

1人で入浴するのが不安でデイサー
ビスを利用しようか迷っている 腰が曲がって歩くのが大変だけ

ど、自分で買物に行き、荷物が多
いときは、お店から運んでもらって
いる。電話やインターネットで注
文して運んでもらうこともある。

荷物の多い買い物が大変

無理のない程度に家族や周囲の
協力も得られると心強いですね。

解決できないことや困ったことがありましたら地域包括支援センターにご相談ください。

買い物については、スーパーが提供する宅配サービスを利用し、介護保
険サービスとして、訪問介護（ホームヘルプサービス）により、掃除の支
援を受けつつ、通所介護（デイサービス）を利用して運動も行いました。

一人暮らしのAさんは、自宅で転倒し足を骨折。病院で手術を受けました。手術は成功しリハビリを受けて歩ける
ようになりましたが、楽しみにしていた旅行や趣味活動ができなくなったほか、自分で買い物や掃除をすること
が大変な状況になり、地域包括支援センターにそのことを相談してみました。

がんや難病などの疾患で思うように動くことがで
きなかった方が、看護師、リハビリ、ヘルパー、福祉
用具等を活用することで・・・

家族と過ごす時間が増えたり、本人の趣味の再開に
つなげることができます

維持例
心疾患や呼吸器疾患、脳血管疾患の後遺症により
障がいが残存した方が、通所介護・リハビリ、福祉
機器などのサービスを利用することで・・・

身辺動作が自立したり、一人で外出ができるように
なる場合があります

改善例

●介護保険制度は、利用者自身も心身を健全に保つようセルフケアを充実することによって少しでも健康にな
り、その人なりの自立した生活を目指していくものです。

●介護保険サービスはその方の状態に応じて、必要な時に必要な分だけ利用するものです。

●介護保険サービスを利用することで、できなくなったことを支援してもらうことができますが、自立した生活
を低下させないためにも「自分でできることを自分で行う」ことを大切にしていきましょう。

●介護保険ではできないこともありますので居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに相談し、上手に
活用しましょう。

知ってほしいポイント！！



介護（予防）サービス計画
（ケアプラン）を作ります

※総合事業のサービスの利用については、
　15・16・18ページをご確認ください。

原則として、申請から30日以内に、認定
結果を要支援1·2、要介護1～5の7段階に
分けて通知します。
なお、非該当（自立）と認定された方は介護
保険のサービス（総合事業サービスは除く）
は受けられませんが、介護予防や自立した
生活を支援する観点から札幌市が行う地域
支援事業やそのほかの保健・福祉サービスを
利用できる場合がありますので、お住まいの
区の区役所保健福祉課にご相談ください。

介護サービスを利用するためには、まず要
介護認定の申請が必要です。申請は、本人
や家族などのほか、介護支援専門員も代行
できます。申請はお住まいの区の区役所保
健福祉課で受け付けます。
※第1号被保険者(65歳以上の方)で、医療保険が国民
　健康保険または後期高齢者医療保険以外の方は、
　申請書に、医療保険の内容をご記入ください。
※第2号被保険者(40～64歳の方)の場合は、加入する
　医療保険の保険証をお持ちください。
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